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当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
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4.当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（呉市指定 ３４７０５０３１１５ ） 



 1 

１．事業者 

（1）法人名       医療法人社団たつき会 菅田医院 

（2）法人所在地   広島県呉市川尻町東一丁目２１番１号 

（3）電話番号     ０８２３－８７－２５２９ 

（4）代表者氏名    理事長 菅田 宗樹 

 

２．事業所の概要 

（1）事業所の種類     通所介護 

（2）事業所の目的     居宅において要介護又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な指定通所介 

護を提供することを目的とします。 

（3）事業所の名称      医療法人社団たつき会菅田医院 デイサービスセンターすみれ 

（4）事業所の所在地    広島県呉市安浦町内海北六丁目３番２０号 

（5）電話番号          ＴＥＬ 0823-70-6678 ＦＡＸ  0823-70-6077 

（6）管理者氏名    名田 二三 

（7）運営方針     要介護状態にある高齢者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅にお 

            いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、日 

常生活上の世話及び心身の機能の維持ならび利用者の家族の身体的及び精神 

的負担の軽減を図ります。 

（8）指定年月日        平成２６年３月１日 

（9）営業日及び営業時間 

 

     

 

 

 

（10）利用定員     ３５人  

（11）通常の事業の実施地域は呉市（川尻町・安浦町・仁方地区）、東広島市（黒瀬町兼沢・楢原地区） 

とし、その他の地域については相談に応じます。 

 

３．職員の配置状況 

 当事業所では、利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を

配置しています。 

 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 職員数 指定基準 

1． 管理者 1 名 1 名 

2． 介護職員（2 名は生活相談員、5 名は看護職員と機能訓練指導員

と兼務） 

 11 名 5 名 

3． 生活相談員（1 名は介護職員、1 名看護職員と機能訓練指導員と

兼務） 

2 名 1 名 

営業日 月曜日～土曜日（12 月 30 日～1 月 3 日は除く） 

サービス営業時間 通所介護 8：30～17：00 

サービス提供時間 通所介護 8：30～16：30 
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4． 看護職員（介護職員と機能訓練指導員と兼務） 5 名 1 名 

5． 機能訓練指導員（5 名は看護職員と介護職員と兼務） 5 名 1 名 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額を利用者に負担いただく場合 

があります。 

 

（1）介護保険の給付の対象となるサービス及び利用料金 

  以下のサービスについては、利用料金（通常９割又は８割又は７割）が介護保険から給付されます。  

<サービスの概要>   

 ①食事介助 

・ 栄養及び利用者の身体の状況並びに嗜好を考慮した食事を提供します。必要に応じて介助を行い

ます。 

 ②入浴介助 

・ 入浴又は清拭を行います。 

 ③排泄介助 

・ 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ④機能訓練 

・ 機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復

又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑤送迎サービス 

・ご自宅と事業所間の送迎を行います。 

⑥その他自立への援助 

 ・日常生活上の世話（相談及び援助） 

 

 

 

 

⑦サービス利用料金 

通所介護費 

（７時間～８時間） 

［施設等の区分］            

通常規模事業所 

基本単位 
利用料 利用者負担金 

（１日） (１割) （２割） （３割） 

要介護１ ６，５８０円 ６５８円 １，３１６円 １，９７４円 

要介護２ ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円 

要介護３ ９，０００円 ９００円 １，８００円 ２，７００円 

要介護４ １０，２３０円 １，０２３円 ２，０４６円 ３，０６９円 

要介護５ １１，４８０円 １，１４８円 ２，２９６円 ３，４４４円 
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加算 利用料 
利用者負担金 

算定回数等 
（1割） （２割） （３割） 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ ７６０円 ７６円 １５２円 ２２８円 個別機能訓練を実施した日数 

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２００円 ２０円 ４０円 ６０円 個別機能訓練を実施した月 

生活機能向上連携加算 １，０００円 １００円 ２００円 ３００円 生活機能向上連携加算を実施した月 

入浴介助加算（Ⅰ） ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 入浴介護を実施した日数 

科学的介護推進体制 

加算 
４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

科学的介護推進体制加算を実施した

月 

ADL 維持等加算（Ⅰ） 3００円 3０円 ６０円 ９０円 ADL 維持等加算を算定した月 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 
２２０円 ２２円 ４４円 ６６円 通所介護費を算定した日数 

介護職員 

処遇改善加算（Ⅰ） 
介護報酬算出方法（加算率 9.2％）に基づき算出した額 

（2）介護保険の給付対象とならないサービスの利用料金 

  ・食費の食材料費、調理費を 1日につき６９０円の料金を頂きます。 

   ※利用中止の場合、中止連絡が当日ＡＭ８：３０を過ぎると食費を頂きます。 

・利用者が希望された場合、手芸等レクリエーションの材料費を頂きます。 

・利用者が希望され、外食や演劇鑑賞など外出レクなどを行った際は、実費として頂きます。 

  ・オムツ代を必要に応じて実費として頂きます。 

    ・通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用に対して送迎を行う場合は、通常の事業の実施

地域を超えた地点から路程１キロメートル当たり４０円を実費として頂きます。 

（3）利用料金の払い方法 

・直接お支払いの場合は月末締めの翌月月初払いとなります 

・銀行での引き落としの場合は月末締めの翌月末日引き落としとなります（末日が土日祝の場合は 

金融機関の翌営業日） 

（4）利用の中止、変更、追加（契約書第８条参照） 

・契約期間の前に、利用者の都合により、指定通所介護（指定介護予防通所介護）サービスの利用

を中止又は変更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申

し出てください。 

・サービス利用の変更の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する曜日にサー

ビスの提供が出来ない場合、他の利用可能な曜日をご契約者に提示して協議します。 

・利用者がサービス利用している期間中でも利用を中止出来ます。その場合、すでに実施された

サービスに係わる利用料金をお支払い頂きます。 

 

５．緊急時における対応について  

サービス提供中に、利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは、速やかに家族、

主治医、居宅介護支援事業所及び市町等に連絡し、適切な処置を講じます。 
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６．事故発生時の対応について 

 ①通所介護の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係わる居宅介護

支援事業所及び市町等に連絡し、適切な処置を講じます。 

 ②事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 

 ③サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

７．苦情の受付について（契約書第 21 条参照） 

（1）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付け、速やかに具体的な対応をします。 

     ○苦情受付窓口（担当者） 

管理者    名田 二三 

      ○受付時間   ９：００～１７：００ 

      ○業務日    月曜日～土曜日（１２月３０日～１月３日は除く） 

 ○電話番号   ０８２３－７０－６６７８ 

 ○ＦＡＸ番号  ０８２３－７０－６０７７ 

また、苦情受付ボックスを事業所に設置しています。 

 

 

・担当者が不在の時は、基本的な事項は誰でも対応出来るようにし、担当者に引継ぎます。 

・事実関係の調査をし、改善を講じるとともに記録の整備等を行い、利用者・その家族に説明しま

す。 

（2）行政機関その他苦情受付機関 

 

呉市役所             

介護保険課 

所 在 地 広島県呉市中央４丁目１番６号 

電    話 ０８２３‐２５-２６２６ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

東広島市役所 

健康福祉部介護保険課 

所 在 地 

電 話 

受付時間 

広島県東広島市西条栄町８番２９号 本館２階 

０８２－４２０－０９３７ 

８：３０～１７：１５ 

広島県国民健康保険 

団体連合会 

所 在 地 広島県広島市中区東白鳥町１９番４９号 

電    話 ０８２－５５４－０７８３ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 
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令和    年   月   日 

 

 

 

事業者名         医療法人社団たつき会菅田医院 

 

代表者          理事長  菅田 宗樹             

 

通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

事業所名         医療法人社団たつき会菅田医院 デイサービスセンターすみれ 

 

 

説明者                                 

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、通所介護サービスの提供開始に同意しま

した。 

 

 

利用者          住 所 

 

             氏 名                    

 

 

代理人          住 所  

 

             氏 名                    

 

             続 柄    （             ） 


